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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の受信端末に映像を配信する映像配信システムであって、
　ライブラリに格納された映像データを配信する映像配信部と、
　前記配信される映像の一覧を前記受信端末に表示するための画面データを生成する制御
部と、
　映像に設定された情報を保持するブックマーク管理部と、を備え、
　前記ブックマーク管理部は、当該映像の視聴によって、前記制御部により消去されない
第１種ブックマークと、当該映像の視聴後に、前記制御部により消去される第２種ブック
マークとを管理し、
　前記制御部は、
　前記複数種類の受信端末から選択される第１の端末において、ユーザがブックマークの
表示を要求した場合、前記第１種ブックマークが設定された映像の情報より、前記第２種
ブックマークが設定された映像の情報が上位に表示される画面データを生成し、
　前記生成された画面データを前記受信端末に送信し、
　前記受信端末においてユーザが選択した前記第１種ブックマーク又は前記第２種ブック
マークを、前記映像に設定して前記ブックマーク管理部に記録することを特徴とする映像
配信システム。
【請求項２】
　前記第１の端末は、表示画面のサイズが所定の大きさより大きい端末であることを特徴
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とする請求項１に記載の映像配信システム。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記第２種ブックマークが設定された映像を前記第１の端末においてユーザが視聴した
後、当該映像に設定された前記第２種ブックマークを消去するか、当該第２種ブックマー
クを前記第１種ブックマークに変更するかを選択可能な画面データを生成し、
　前記第２種ブックマークを消去することが選択された場合に、前記第２種ブックマーク
を消去することを特徴とする請求項１又は２に記載の映像配信システム。
【請求項４】
　複数種類の受信端末に配信される映像の情報を提供する情報提供装置であって、
　ライブラリに格納された映像データを配信する映像配信部と、
　前記配信される映像の一覧を前記受信端末に表示するための画面データを生成する制御
部と、
　映像に設定された情報を保持するブックマーク管理部と、を備え、
　前記ブックマーク管理部は、当該映像の視聴によって、前記制御部により消去されない
第１種ブックマークと、当該映像の視聴後に、前記制御部により消去される第２種ブック
マークとを管理し、
　前記制御部は、
　前記複数種類の受信端末から選択される第１の端末において、ユーザがブックマークの
表示を要求した場合、前記第１種ブックマークが設定された映像の情報より、前記第２種
ブックマークが設定された映像の情報が上位に表示される画面データを生成する手段と、
　前記生成された画面データを前記受信端末に送信する手段と、
　前記受信端末においてユーザが選択した前記第１種ブックマーク又は前記第２種ブック
マークを、前記映像に設定して前記ブックマーク管理部に記録する手段とを有することを
特徴とする情報提供装置。
【請求項５】
　前記第１の端末は、表示画面のサイズが所定の大きさより大きい端末であることを特徴
とする請求項４に記載の情報提供装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記第２種ブックマークが設定された映像を前記第１の端末においてユ
ーザが視聴した後、当該映像に設定された前記第２種ブックマークを消去するか、当該第
２種ブックマークを前記第１種ブックマークに変更するかを選択可能な画面データを生成
する手段を有し、
　前記制御部は、前記第２種ブックマークを消去することが選択された場合に、前記第２
種ブックマークを消去することを特徴とする請求項４又は５に記載の情報提供装置。
【請求項７】
　複数種類の受信端末に映像を配信する映像配信システムにおける映像情報提供方法であ
って、
　前記映像配信システムは、ライブラリに格納された映像データを配信する映像配信部と
、前記配信される映像の一覧を前記受信端末に表示するための画面データを生成する制御
部と、映像に設定された情報を保持するブックマーク管理部と、を有し、
　前記ブックマーク管理部は、当該映像の視聴によって、前記制御部により消去されない
第１種ブックマークと、当該映像の視聴後に、前記制御部により消去される第２種ブック
マークとを管理し、
　前記映像情報提供方法は、
　前記複数種類の受信端末から選択される第１の端末において、ユーザがブックマークの
表示を要求した場合、前記第１種ブックマークが設定された映像の情報より、前記第２種
ブックマークが設定された映像の情報が上位に表示される画面データを生成するステップ
と、
　前記生成された画面データを前記受信端末に送信するステップと、
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　前記受信端末においてユーザが選択した前記第１種ブックマーク又は前記第２種ブック
マークを、前記映像に設定して前記ブックマーク管理部に記録するステップとを含むこと
を特徴とする映像情報提供方法。
【請求項８】
　前記第１の端末は、表示画面のサイズが所定の大きさより大きい端末であることを特徴
とする請求項７に記載の映像情報提供方法。
【請求項９】
　前記第２種ブックマークが設定された映像を前記第１の端末においてユーザが視聴した
後、当該映像に設定された第２種ブックマークを消去するか、当該映像に設定された前記
第２種ブックマークを前記第１種ブックマークに変更するかを選択可能な画面データを生
成するステップを含み、
　前記第２種ブックマークを消去することが選択された場合に、前記第２種ブックマーク
を消去することを特徴とする請求項７又は８に記載の映像情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画像などの映像コンテンツを配信する映像配信システムに関し、特に、配
信される映像コンテンツの情報を提示する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワークを介して、端末に、映像コンテンツを配信する映像配信システムがある。
このような映像配信システムでは、ユーザ毎にコンテンツリスト（ブックマークリスト）
が提供されている。
【０００３】
　映像配信システムにおいてコンテンツリストを提供する技術として下記のものが提案さ
れている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、前回呼び出されたサイトのタイトルまたはＵＲＬが前記ブッ
クマークリストの最上位に配置されるように、前記複数のサイトのタイトルまたはＵＲＬ
を並び替えるステップと、並び替えられた順番で、前記複数のサイトのタイトルまたはＵ
ＲＬを表示するステップと、を有し、前記並び替えるステップは、前記ブックマークリス
トに登録されたサイトが呼び出された場合に、前回呼び出されたサイトのタイトルまたは
ＵＲＬが前記ブックマークリストの最上位に配置されるように、前記複数のサイトのタイ
トルまたはＵＲＬを並び替えるブックマークリスト表示方法が記載されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、内部装置が、複数のコンテンツの見出しを含むリスト情報を外
部装置に送信する。そして、外部装置が、リスト情報に含まれる各見出しに関連するテキ
スト情報を含む関連コンテンツをコンテンツ格納手段から取得し、関連コンテンツから見
出しの肯定的評価及び／又は否定的評価を示す評価基礎情報を抽出し、評価基礎情報に基
づいて、各見出しに対応するコンテンツに対する評価値を算出し、各コンテンツの見出し
とリスト情報に含まれる他の見出しとの関連度を算出し、評価値と関連度に基づいて、見
出しの表示順序である推薦順を決定し、推薦順を示すリスト付加情報を内部装置に送信す
る。続いて、内部装置が、リスト付加情報に基づいて、リスト情報に含まれる見出しを並
び替える技術が記載されている。
【０００６】
　また、特許文献３には、コンテンツを表示する画面（端末）と、表示切り替えなどの操
作を行うための端末を分離する。表示用の端末（テレビ・大画面ディスプレイなど）と、
操作用の端末（携帯端末）をネットワーク経由でサーバと接続し、サーバでは両者の関連
付けとその操作を管理する技術が記載されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４４９８５２３号明細書
【特許文献２】特開２００８－２６２４６０号公報
【特許文献３】特開２００９－１５９１８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、携帯端末やネットワークテレビの普及に伴い、様々な画面サイズやネットワー
ク環境の端末（スマートフォン、ＰＣ、ＴＶ等）を用いて、共通のコンテンツを利用する
ことがある。ユーザは、様々な場面で端末を利用するので、利用時間やユーザの状態に応
じて使用する端末が異なることがある。また、ユーザの状態や使用する端末によって、閲
覧したいコンテンツが異なることもある。
【０００９】
　また、多くのコンテンツを閲覧できるので、閲覧可能なコンテンツから好みのコンテン
ツを選択して、複数の端末からアクセス可能なブックマークをコンテンツに設定すると、
多くのコンテンツにブックマークが設定され、ブックマークリストが膨大となり、ユーザ
が状態に合ったコンテンツを選択することが困難となる。
【００１０】
　本発明は、端末の特性に応じてユーザが希望するコンテンツを的確に抽出するブックマ
ークリストを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願において開示される発明の代表的な一例を示せば以下の通りである。すなわち、複
数種類の受信端末に映像を配信する映像配信システムであって、ライブラリに格納された
映像データを配信する映像配信部と、前記配信される映像の一覧を前記受信端末に表示す
るための画面データを生成する制御部と、映像に設定された情報を保持するブックマーク
管理部と、を備え、前記ブックマーク管理部は、当該映像の視聴によって、前記制御部に
より消去されない第１種ブックマークと、当該映像の視聴後に、前記制御部により消去さ
れる第２種ブックマークとを管理し、前記制御部は、前記複数種類の受信端末から選択さ
れる第１の端末において、ユーザがブックマークの表示を要求した場合、前記第１種ブッ
クマークが設定された映像の情報より、前記第２種ブックマークが設定された映像の情報
が上位に表示される画面データを生成し、前記生成された画面データを前記受信端末に送
信し、前記受信端末においてユーザが選択した前記第１種ブックマーク又は前記第２種ブ
ックマークを、前記映像に設定して前記ブックマーク管理部に記録することを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の代表的な実施形態によると、第２種ブックマークが設定されたコンテンツを優
先して表示することによって、ユーザの利便性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態の映像配信システムの構成例を示すブロック図である。
【図２】本実施形態のブックマーク表示処理部２００の論理的な構成例を示すブロック図
である。
【図３Ａ】本実施形態のブックマーク管理情報２５１の構成例を説明する図である。
【図３Ｂ】本実施形態の受信端末特性情報２５２の構成例を説明する図である。
【図３Ｃ】本実施形態の視聴履歴情報２５３の構成例を説明する図である。
【図３Ｄ】本実施形態のユーザ情報２５４の構成例を説明する図である。
【図３Ｅ】本実施形態のコンテンツ管理情報２５５の構成例を説明する図である。
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【図３Ｆ】本実施形態のランキング管理情報２５６の構成例を説明する図である。
【図４Ａ】本実施形態の映像配信システムのトップ画面表示処理のシーケンス図である。
【図４Ｂ】本実施形態の映像配信システムのブックマーク登録処理のシーケンス図である
。
【図４Ｃ】本実施形態の映像配信システムのコンテンツ再生処理のシーケンス図である。
【図４Ｄ】本実施形態の映像配信システムの継続視聴処理のシーケンス図である。
【図５】本実施形態の映像配信システムのブックマーク表示順序決定処理のフローチャー
トである。
【図６】本実施形態の映像配信システムのコンテンツ視聴後の処理のフローチャートであ
る。
【図７】テレビ受像機ＣＬ０１に表示されるトップ画面の説明図である。
【図８】テレビ受像機ＣＬ０１に表示されるブックマーク画面の説明図である。
【図９】テレビ受像機ＣＬ０１に表示されるコンテンツ詳細画面の説明図である。
【図１０】テレビ受像機ＣＬ０１に表示されるブックマーク選択メニュー画面の説明図で
ある。
【図１１】パーソナルコンピュータＣＬ０２に表示されるトップ画面の説明図である。
【図１２】パーソナルコンピュータＣＬ０２に表示されるブックマーク画面の説明図であ
る。
【図１３】パーソナルコンピュータＣＬ０２に表示されるブックマーク管理画面の説明図
である。
【図１４】スマートフォンＣＬ０３に表示されるトップ画面の説明図である。
【図１５】スマートフォンＣＬ０３に表示される「後で見る」ブックマークを表示する画
面の説明図である。
【図１６】スマートフォンＣＬ０３に表示されるコンテンツ詳細画面の説明図である。
【図１７】スマートフォンＣＬ０３に表示されるブックマーク選択メニュー画面の説明図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
【００１５】
　＜システムの構成＞
　図１は、本発明の実施形態の映像配信システムの構成例を示すブロック図である。
【００１６】
　本実施形態の映像配信システムは、コンテンツ配信装置ＳＶ０１によって構成されてい
る。コンテンツ配信装置ＳＶ０１は、ネットワークＮＷを介して、受信端末ＣＬ０１など
に接続されている。
【００１７】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１は、プログラムを実行するプロセッサ、プロセッサによっ
て実行されるプログラム及びプログラムの実行時に使用されるデータを記憶するメモリ、
他の装置との通信を制御する通信インターフェース、及びデータを格納する不揮発性記憶
装置（例えば、磁気ディスクドライブ）を有する計算機（サーバ）である。プロセッサに
よって実行されるプログラムは、不揮発性記憶装置から読み出されて、メモリにロードさ
れ、プロセッサによって実行される。
【００１８】
　なお、プロセッサによって実行されるプログラムは、記憶媒体（ＣＤ－ＲＯＭ、フラッ
シュメモリ等）又はネットワークを介して提供される。このため、コンテンツ配信装置Ｓ
Ｖ０１は、記憶媒体を読み込むインターフェースを備えるとよい。
【００１９】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１は、アプリケーションサーバ部ＳＶ０１１、配信サーバ部
ＳＶ０１２及びデータベース部ＳＶ０１３を有する。アプリケーションサーバ部ＳＶ０１
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１、配信サーバ部ＳＶ０１２及びデータベース部ＳＶ０１３は、論理的又は物理的に構成
された単一又は複数の計算機上で稼働するシステムである。なお、各システムが、同一の
計算機上で別個のスレッドで動作してもよい。
【００２０】
　アプリケーションサーバ部ＳＶ０１１は、受信端末ＣＬ０１などに提供する画面を生成
し、生成した画面を受信端末に送信する。本実施形態のアプリケーションサーバ部ＳＶ０
１１は、ブックマーク表示処理部２００（図２）を有する。配信サーバ部ＳＶ０１２は、
コンテンツ配信装置ＳＶ０１によって配信される映像コンテンツを受信端末ＣＬ０１など
に送信する。データベース部ＳＶ０１３は、コンテンツ配信装置ＳＶ０１によって配信さ
れる映像コンテンツを格納する。
【００２１】
　本実施形態のコンテンツ配信装置ＳＶ０１には複数種類の受信端末が接続される。例え
ば、受信端末ＣＬ０１は、テレビ受像機であり、ネットワークを経由して受信した映像を
画面に表示する機能を有する、いわゆるネットワークテレビである。また、受信端末ＣＬ
０２は、プロセッサ、メモリ及び通信インターフェースを有する計算機であり、ブラウザ
によってコンテンツ配信装置ＳＶ０１から送信された画像（例えば、メニュー画面）を画
面に表示し、映像再生プログラム（ビューワー）によってコンテンツ配信装置ＳＶ０１か
ら送信された映像（例えば、動画像）を画面に表示する。また、受信端末ＣＬ０３は、ス
マートフォンなどの携帯通信端末であり、コンテンツ配信装置ＳＶ０１から送信された画
像（例えば、メニュー画面、動画像）を画面に表示する。
【００２２】
　これらの受信端末のうち、テレビ受像機ＣＬ０１は、画面サイズが大きいが、操作が主
にリモコンによるため、細かい操作が困難である。また、パーソナルコンピュータＣＬ０
２は、画面サイズが大きく、操作がキーボード及びマウスによるため、細かい操作が容易
である。また、携帯通信端末ＣＬ０３は、画面サイズが小さく、操作がタッチパネル（又
はテンキー）によるため、細かい操作が困難である。このため、受信端末の種別によって
、受信端末に送信される画面や、画面の遷移を変える必要がある。
【００２３】
　さらに、ネットワーク環境を比較すると、テレビ受像機ＣＬ０１は、固定的に設置され
るので、有線ブロードバンド環境（例えば、ＰＯＮなどの光ネットワーク）によってネッ
トワークＮＷに接続される。パーソナルコンピュータＣＬ０２は、固定的に設置されるデ
スクトップタイプである場合、有線ブロードバンド環境（例えば、ＰＯＮなどの光ネット
ワーク）によってネットワークＮＷに接続される。また、受信端末ＣＬ０２が、可搬のノ
ートブックタイプである場合、無線通信環境（例えば、ＷｉＭＡＸ、ＬＴＥ、３Ｇなどの
無線ネットワーク）によってネットワークＮＷに接続される。また、携帯通信端末ＣＬ０
３は、無線通信環境（例えば、ＷｉＭＡＸ、ＬＴＥ、３Ｇなどの無線ネットワーク）によ
ってネットワークＮＷに接続される。このため、端末の種別によってデータを伝送可能な
容量が異なる。
【００２４】
　さらに、各端末は、設置状況によって、使用状況が異なる。例えば、テレビ受像機ＣＬ
０１は、１時間程度継続して利用されることが多く、映画のコンテンツを視聴するのに夕
方から夜間や休日に多く利用される。パーソナルコンピュータＣＬ０２は、２時間程度継
続して利用されることが多く、音楽を視聴するのに夕方から夜間や休日に多く利用される
。携帯通信端末ＣＬ０３は、３０分以下の利用が多く、バラエティを視聴するのに平日や
休日に利用される。
【００２５】
　なお、これらの受信端末の特性の情報は、受信端末特性情報２５２（図３Ｂ参照）とし
てデータベースに格納されている。
【００２６】
　なお、受信端末の例として、テレビ受像機、パーソナルコンピュータ、携帯通信端末（
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スマーフォン）について説明したが、前述の他、セットトップボックス、ＢＤ／ＤＶＤ／
ＨＤＤレコーダ、ＰＤＡ、タブレット端末、ゲーム機、車載／携帯ナビゲーション装置、
キヨスク端末、窓口端末、デジタルサイネージ装置などでもよい。
【００２７】
　図２は、本実施形態のブックマーク表示処理部２００の論理的な構成例を示すブロック
図である。
【００２８】
　前述したように、ブックマーク表示処理部２００は、アプリケーションサーバ部ＳＶ０
１１で実行されるプログラムによって実装される。
【００２９】
　ブックマーク表示処理部２００は、要求受信部２１０、ブックマーク表示制御部２２０
及び送信部２３０を有する。また、ブックマーク表示処理部２００は、データとして、ブ
ックマーク表示条件情報２４０、ブックマーク管理情報２５１、受信端末特性情報２５２
、視聴履歴情報２５３、ユーザ情報２５４、コンテンツ管理情報２５５及びランキング管
理情報２５６を有する。
【００３０】
　要求受信部２１０は、端末種別取得部２１１及びユーザＩＤ取得部２１２を有する。
【００３１】
　端末種別取得部２１１は、受信端末から送信されたブックマーク表示要求から、当該要
求を送信した受信端末の端末種別ＩＤを取得する。ユーザＩＤ取得部２１２は、受信端末
から送信されたブックマーク表示要求から、当該要求を送信した受信端末のユーザのユー
ザＩＤを取得する（又は、ログイン時に取得したユーザＩＤを取得する）。
【００３２】
　ブックマーク表示制御部２２０は、受信端末特性処理部２２１、ユーザ特性処理部２２
２及びブックマーク表示順序処理部２２３を有し、受信端末に送信されるブックマーク画
面を生成する。
【００３３】
　受信端末特性処理部２２１は、端末種別取得部２１１によって取得された端末種別ＩＤ
を用いて受信端末特性情報２５２を検索し、ブックマークの表示を要求した受信端末の特
性情報を取得する。ユーザ特性処理部２２２は、ユーザＩＤ取得部２１２によって取得さ
れたユーザＩＤを用いてユーザ情報２５４を検索し、ブックマークの表示を要求した受信
端末のユーザの情報を取得する。
【００３４】
　ブックマーク表示順序処理部２２３は、受信端末特性処理部２２１が取得した受信端末
の特性情報、及び、ユーザ特性処理部２２２が取得したユーザの情報に基づいて、ブック
マーク表示条件情報２４０を参照して、当該受信端末及び当該ユーザに適するブックマー
クの表示順序を決定する。
【００３５】
　送信部２３０は、ブックマーク送信部２３１を有する。ブックマーク送信部２３１は、
ブックマーク表示順序処理部２２３によって決定されたブックマークの表示順序に基づい
て、ブックマーク画面を生成し、要求をした受信端末に、生成したブックマーク画面を送
信する。
【００３６】
　ブックマーク表示条件情報２４０は、ブックマーク表示順序処理部２２３がブックマー
クの表示順序を決定する際に参照される条件及び優先順位を格納する。
【００３７】
　図３Ａは、本実施形態のブックマーク管理情報２５１の構成例を説明する図である。
【００３８】
　ブックマーク管理情報２５１は、ユーザが登録したブックマークを管理するためのデー
タベースであり、ユーザＩＤ２５１１、コンテンツＩＤ２５１２、ブックマーク種別２５
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１３、ブックマークフォルダ２５１４及び追加日時２５１５の情報を含む。
【００３９】
　ユーザＩＤ２５１１は、このブックマークを登録したユーザの識別子である。コンテン
ツＩＤ２５１２は、ブックマークされたコンテンツの識別子である。ブックマーク種別２
５１３は、このブックマークが通常のブックマークか、「後で見る」ブックマークかを示
す情報である。ブックマークフォルダ２５１４は、このブックマークが分類されるフォル
ダの名称である、追加日時２５１５は、このブックマークが登録された日時である。
【００４０】
　図３Ｂは、本実施形態の受信端末特性情報２５２の構成例を説明する図である。
【００４１】
　受信端末特性情報２５２は、本実施形態の映像配信システムに接続される受信端末の特
性を識別するためのデータベースであり、端末種別ＩＤ２５２１、端末種別２５２２、画
面サイズ２５２３、入力デバイス種別２５２４、ネットワーク帯域２５２５、利用時間２
５２６及び利用時間帯（休日）２５２７の情報を含む。
【００４２】
　端末種別ＩＤ２５２１は、受信端末の種別の識別子である。端末種別２５２２は、受信
端末の種別の名称である。画面サイズ２５２３は、受信端末の画面サイズ（解像度）であ
る。入力デバイス種別２５２４は、受信端末が有する入力デバイスの種別（リモコン、キ
ーボード、マウス、タッチパネル等）である。ネットワーク帯域２５２５は、受信端末へ
データを転送する場合に許容される最大のデータ転送速度である。なお、最大のデータ転
送速度ではなく、平均又は実効のデータ転送速度でもよい。利用時間２５２６は、受信端
末が映像の視聴に利用される時間（例えば、平均時間）である。利用時間帯（休日）２５
２７は、休日にこの種別の受信端末で頻繁に視聴されるコンテンツのジャンルであり、利
用時間帯が休日である場合、登録されたジャンルのコンテンツのブックマークを上位に並
び替えるために使用される。
【００４３】
　例えば、端末種別ＩＤが００１の受信端末は、テレビ受像機であり、その画面サイズは
９２０ドット×４８０ドットであり、リモコンによって操作可能である。また、データ転
送速度は１００Ｍｂｐｓであり、１時間程度利用され、休日には映画を視聴するのに利用
されることが多い。
【００４４】
　図３Ｃは、本実施形態の視聴履歴情報２５３の構成例を説明する図である。
【００４５】
　視聴履歴情報２５３は、利用者が映像を視聴した履歴を管理するためのデータベースで
あり、日時２５３１、ユーザＩＤ２５３２、コンテンツＩＤ２５３３及び停止位置２５３
４の情報を含む。
【００４６】
　日時２５３１は、このコンテンツが視聴された日時（例えば、動画像の視聴開始時刻、
視聴終了時刻）である。ユーザＩＤ２５３２は、このコンテンツを視聴したユーザの識別
子であり、ユーザがログイン時に送信したユーザ情報から取得する。コンテンツＩＤ２５
３３は、視聴されたコンテンツ（例えば、映像）の識別子である。停止位置２５３４は、
コンテンツの視聴を途中で止めた場合に、視聴を中断した位置であり、コンテンツの開始
からの経過時間で示される。なお、停止位置２５３４が登録されていない場合、このコン
テンツの視聴を開始したことを意味する。
【００４７】
　図３Ｄは、本実施形態のユーザ情報２５４の構成例を説明する図である。
【００４８】
　ユーザ情報２５４は、本実施形態の映像配信システムの利用者を管理するためのデータ
ベースであり、ユーザＩＤ２５４１、ユーザ名２５４２、性別２５４３、生年月日２５４
４、住所２５４５及び好きなジャンル１～３（２５４６～２５４８）の情報を含む。
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【００４９】
　ユーザＩＤ２５４１は、この映像配信システムの利用者の識別子である。ユーザ名２５
４２は、この利用者の氏名（又は、ニックネーム）である。性別２５４３、生年月日２５
４４、住所２５４５は、各々、この利用者の性別、生年月日、住所である。なお、住所２
５４５は、正確な住所ではなくても、例えば、居住地域を表すコードでもよい。
【００５０】
　好きなジャンル１～３（２５４６～２５４８）は、この利用者が好む映像の種別である
。
【００５１】
　これらの、ユーザＩＤ２５４１、ユーザ名２５４２、性別２５４３、生年月日２５４４
及び住所２５４５は、利用者がこの映像配信システムの利用を開始する際のユーザ登録に
おいて入力される。なお、住所２５４５は、ネットワークのアクセス経路から推定した情
報でもよい。また、好きなジャンル１～３（２５４６～２５４８）は、視聴履歴情報２５
３から自動的に作成してもよい。
【００５２】
　図３Ｅは、本実施形態のコンテンツ管理情報２５５の構成例を説明する図である。
【００５３】
　コンテンツ管理情報２５５は、本実施形態の映像配信システムから配信される映像コン
テンツを管理するためのデータベースであり、コンテンツＩＤ２５５１、タイトル２５５
２、ＵＲＬ２５５３、ジャンル２５５４、解像度２５５５、コンテンツレート２５５６、
長さ２５５７、再生回数２５５８及びコンテンツの説明２５５９の情報を含む。
【００５４】
　コンテンツＩＤ２５５１は、映像コンテンツの識別子である。タイトル２５５２は、こ
の映像コンテンツの名前である。ＵＲＬ２５５３は、この映像コンテンツにアクセスする
ための情報（アドレス、ポインタなど）である。ジャンル２５５４は、このコンテンツの
種別である。解像度２５５５は、このコンテンツの解像度であり、縦横のドット数で表さ
れる。コンテンツレート２５５６は、このコンテンツのビットレートである。長さ２５５
７は、このコンテンツを再生するために必要な時間である。再生回数２５５８は、このコ
ンテンツがユーザに再生された回数である。コンテンツの説明２５５９は、このコンテン
ツの内容を説明するメタデータである。
【００５５】
　図３Ｆは、本実施形態のランキング管理情報２５６の構成例を説明する図である。
【００５６】
　ランキング管理情報２５６は、本実施形態の映像配信システムから配信される映像コン
テンツに付されたランキングを管理するためのデータベースであり、例えば、視聴履歴情
報２５３及びユーザ情報２５４を集計することによって生成することができる。ランキン
グ管理情報２５６は、ユーザ性別２５６１、年齢２５６２、コンテンツＩＤ２５６３及び
再生回数２５６４の情報を含む。
【００５７】
　図３Ｆに示すランキング管理情報２５６は、年齢帯及び性別によってランキングを管理
する。
【００５８】
　ユーザ性別２５６１、年齢２５６２は、各々、このランキングが当てはまるユーザの性
別、年齢帯である。コンテンツＩＤ２５６３は、ランキングされたコンテンツの識別子で
ある。再生回数２５６４は、このコンテンツが、当該性別及び年齢帯のユーザに再生され
た回数である。
【００５９】
　＜映像配信システムにおける処理＞
　次に、本実施形態の映像配信システムにおける処理について説明する。
【００６０】
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　図４Ａから図４Ｄは、受信端末ＣＬ０１とコンテンツ配信装置ＳＶ０１との間のシーケ
ンスを示すが、他の種別の受信端末ＣＬ０２、ＣＬ０３などとコンテンツ配信装置ＳＶ０
１との間でも同様のシーケンスで処理が行われる。
【００６１】
　図４Ａは、本実施形態の映像配信システムのトップ画面表示処理のシーケンス図である
。
【００６２】
　まず、ユーザが受信端末ＣＬ０１において画面受信プログラム（例えば、ブラウザ）を
起動して、認証情報入力画面（ログイン画面）の表示を要求すると、受信端末ＣＬ０１は
、認証情報入力画面要求をコンテンツ配信装置ＳＶ０１に送信する（４０１）。この認証
情報入力画面要求には、端末種別ＩＤが含まれる。
【００６３】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１が認証情報入力画面要求４０１を受信すると、ＡＰサーバ
部ＳＶ０１１は、認証情報入力画面要求に含まれる端末種別ＩＤから受信端末ＣＬ０１の
種別を特定し、認証情報入力画面を要求した受信端末ＣＬ０１に、当該受信端末ＣＬ０１
に適する認証情報入力画面を送信する（４０２）。
【００６４】
　受信端末ＣＬ０１は、送信された認証情報入力画面を表示部に表示する。ユーザは、受
信端末ＣＬ０１に表示された認証情報入力画面に、認証情報（ユーザＩＤ及びパスワード
）を入力する（４０３）。
【００６５】
　受信端末ＣＬ０１は、入力された認証情報をコンテンツ配信装置ＳＶ０１に送信する（
４０４）。なお、受信端末ＣＬ０１は、認証情報と共に、受信端末の端末種別ＩＤをコン
テンツ配信装置ＳＶ０１に送信する。
【００６６】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１は、受信端末ＣＬ０１から認証情報を受信すると、受信し
た認証情報と記憶装置に格納された認証情報とを照合し、認証の成功または失敗を判定す
る認証処理を行う（４０５）。
【００６７】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１は、認証処理４０５の結果、認証が成功した場合、受信端
末ＣＬ０１との間で確立されるセッションに用いられるセッションＩＤを受信端末ＣＬ０
１に通知し（４０６）、コンテンツ配信装置ＳＶ０１及び受信端末ＣＬ０１は、両装置間
でセッションを確立する（４０７）。
【００６８】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１は、受信端末ＣＬ０１から送信された端末種別ＩＤを用い
て、受信端末特性情報２５２を検索し、受信端末ＣＬ０１の特性の情報を取得して、受信
端末の種別を判定し（４０８）、トップ画面（例えば、図７、図１１、図１４）を生成し
（４０９）、生成されたトップ画面（図７）を受信端末ＣＬ０１に送信する（４１１）。
なお、例えば、図１１の様にトップ画面にブックマークの情報が含まれる場合、ステップ
４０９でブックマークの情報を生成する。この場合、ブックマークの表示順序はブックマ
ーク表示順序決処理（図５）で決定される。
【００６９】
　受信端末ＣＬ０１は、受信したトップ画面を表示する（４１２）。受信端末に表示され
るトップ画面は、テレビ受像機ＣＬ０１においては、図７に示す画面であり、パーソナル
コンピュータＣＬ０２においては、図１１に示す画面であり、スマートフォンＣＬ０３に
おいては、図１４に示す画面である。
【００７０】
　なお、図４Ａでは、トップ画面と認証情報入力画面（ログイン画面）とが別である例に
ついて説明したが、図１１に示すように、トップ画面に認証情報入力欄を設け、トップ画
面と認証情報入力画面とが一つの画面でもよい。
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【００７１】
　図４Ｂは、本実施形態の映像配信システムのブックマーク登録処理のシーケンス図であ
る。
【００７２】
　まず、受信端末ＣＬ０１は、ユーザの操作によってコンテンツリストを表示し、ユーザ
によるコンテンツの選択を受け付ける（４２１）。そして、受信端末ＣＬ０１は、選択さ
れたコンテンツのコンテンツＩＤを含むコンテンツ詳細画面要求をコンテンツ配信装置Ｓ
Ｖ０１に送信する（４２２）。
【００７３】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１がコンテンツ詳細画面要求４２２を受信すると、ＡＰサー
バ部ＳＶ０１１は、受信したコンテンツ詳細画面要求４２２に含まれるコンテンツＩＤの
コンテンツ詳細画面（例えば、図９、図１６）を生成し、生成したコンテンツ詳細画面（
図９）を受信端末ＣＬ０１に送信する（４２３）。
【００７４】
　受信端末ＣＬ０１は、受信したコンテンツ詳細画面を表示する。コンテンツ詳細画面に
はブックマークの登録操作を開始するために操作される領域（例えば、図９の９０４、図
１６の１６０４）が含まれている。受信端末ＣＬ０１は、ユーザの操作によってブックマ
ーク登録画面（例えば、図１７）を表示し、ユーザによるブックマークの種別（「ブック
マーク」又は「後で見る」）の入力（例えば、図１７の１７０２、１７０３）、及び、ブ
ックマークを格納するフォルダの指定（図示省略）を受け付け（４２４）、ブックマーク
登録を要求したユーザのユーザＩＤ、当該コンテンツのコンテンツＩＤ、選択されたブッ
クマークの種別及びブックマークを格納するフォルダを含むブックマーク登録要求をコン
テンツ配信装置ＳＶ０１に送信する（４２５）。
【００７５】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１は、ブックマーク登録要求を受信すると、ブックマーク登
録要求から、ユーザＩＤ、コンテンツＩＤ、ブックマークの種別及びフォルダの情報を抽
出し、登録が要求されたブックマークをブックマーク管理情報２５１に登録する（４２６
）。
【００７６】
　図４Ｃは、本実施形態の映像配信システムのコンテンツ再生処理のシーケンス図であり
、ブックマークを選択してコンテンツを再生する処理を示す。
【００７７】
　まず、ユーザが受信端末ＣＬ０１においてブックマークメニューを選択すると（４３１
）、受信端末ＣＬ０１は、当該受信端末ＣＬ０１の端末種別ＩＤ及び当該ユーザのユーザ
ＩＤを含むブックマーク表示要求をコンテンツ配信装置ＳＶ０１に送信する（４３２）。
【００７８】
　なお、ユーザが他人のブックマークを要求する操作（図１２の「友達のブックマーク」
１２０２をクリック）をした場合、送信されるブックマーク表示要求には他人のユーザＩ
Ｄが含まれる。
【００７９】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１は、受信したブックマーク表示要求に含まれるユーザＩＤ
を用いてブックマーク表示順序決定処理を含むブックマーク表示処理を実行し、ブックマ
ーク画面（例えば、図８、図１２、図１５）を生成し（４３３）、生成したブックマーク
画面（図８）を受信端末ＣＬ０１に送信する（４３４）。ブックマーク表示順序決処理の
詳細は、図５を用いて説明する。
【００８０】
　受信端末ＣＬ０１は、受信したブックマーク画面を表示し、ユーザによるブックマーク
画面に表示されたコンテンツの選択を受け付け（４３５）、選択されたコンテンツのコン
テンツＩＤを含むコンテンツ詳細画面要求をコンテンツ配信装置ＳＶ０１に送信する（４
３６）。
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【００８１】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１は、受信したコンテンツ詳細画面要求に含まれるコンテン
ツＩＤのコンテンツのコンテンツ詳細画面を生成し、生成したコンテンツ詳細画面を受信
端末ＣＬ０１に送信する（４３７）。
【００８２】
　受信端末ＣＬ０１は、受信したコンテンツ詳細画面（例えば、図９、図１６）を表示す
る。コンテンツ詳細画面には、ユーザが当該コンテンツを視聴するために操作される領域
（例えば、図９の「視聴する」ボタン９０３、図１６の「視聴する」ボタン１６０３）が
含まれている。受信端末ＣＬ０１は、ユーザによる視聴の操作を受け付けると（４３８）
、配信を要求するコンテンツのＩＤを含むコンテンツ配信要求をコンテンツ配信装置ＳＶ
０１に送信する（４３９）。
【００８３】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１は、受信したコンテンツ配信要求に含まれるコンテンツＩ
Ｄのコンテンツをデータベース部ＳＶ０１３から読み出して、読み出されたコンテンツを
受信端末ＣＬ０１に配信する（４４０）。
【００８４】
　そして、受信端末ＣＬ０１は、ビューワーを起動して、配信されたコンテンツを再生す
る（４４１）。
【００８５】
　図４Ｄは、本実施形態の映像配信システムの継続視聴処理のシーケンス図であり、ブッ
クマークを選択してコンテンツを途中から再生する処理を示す。
【００８６】
　まず、受信端末ＣＬ０３は、ビューワーを起動し、ユーザの指示に従ってコンテンツ配
信装置ＳＶ０１から配信されたコンテンツを再生する（４５１）。
【００８７】
　また、受信端末ＣＬ０３は、ユーザの再生停止指示に従って、コンテンツ配信装置ＳＶ
０１から配信されたコンテンツの再生を停止し（４５２）、再生停止位置の情報を含むコ
ンテンツ配信停止要求を送信する（４５３）。
【００８８】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１は、コンテンツ配信停止要求を受信すると、コンテンツ配
信停止信号を送信し、コンテンツデータの送信を停止する（４５４）。コンテンツ配信装
置ＳＶ０１は、コンテンツ配信停止要求に含まれる再生停止位置の情報を、視聴履歴情報
２５３の停止位置２５３４に記録する。
【００８９】
　その後、受信端末ＣＬ０３は、ユーザからのログアウト操作を受け付けると、コンテン
ツ配信装置ＳＶ０１との間で確立されたセッションを切断する（４５５）。
【００９０】
　その後、ユーザが他の受信端末（例えば、テレビ受像機ＣＬ０１）において映像配信プ
ログラムを起動して、認証情報入力画面（ログイン画面）を表示し、認証情報（ユーザＩ
Ｄ及びパスワード）を認証情報入力画面に入力する（４５６）。そして、コンテンツ配信
装置ＳＶ０１において認証が成功した場合、受信端末ＣＬ０１はトップ画面を表示する（
４５７）。このログインからトップ画面表示までの処理は図４Ａで説明した処理と同じで
あるため、その詳細は省略する。
【００９１】
 その後、受信端末ＣＬ０１はコンテンツリストを表示し、ユーザによるコンテンツの選
択を受け付ける（４５８）。、受信端末ＣＬ０１は、選択されたコンテンツのコンテンツ
ＩＤを含むコンテンツ詳細画面要求をコンテンツ配信装置ＳＶ０１に送信する（４５９）
。
【００９２】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１がコンテンツ詳細画面要求４５９を受信すると、ＡＰサー
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バ部ＳＶ０１１は、受信したコンテンツ詳細画面要求４５９に含まれるコンテンツＩＤの
コンテンツ詳細画面（例えば、図９、図１６）を生成し、生成したコンテンツ詳細画面（
図９）を受信端末ＣＬ０１に送信する（４６０）。
【００９３】
　受信端末ＣＬ０１は、受信したコンテンツ詳細画面を表示する。コンテンツ詳細画面に
は、以前に視聴を中断した位置から続けて視聴をするために操作される領域（例えば、図
９の「続きを見る」ボタン９０２、図１６の「続きを見る」ボタン１６０２）が含まれて
いる。受信端末ＣＬ０１は、ユーザの継続視聴の操作を受け付けると、配信を要求するコ
ンテンツのコンテンツＩＤを含む継続視聴要求をコンテンツ配信装置ＳＶ０１に送信する
（４６２）。
【００９４】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１は、受信したコンテンツ配信要求に含まれるコンテンツＩ
Ｄ及び取得したユーザＩＤを用いて、コンテンツを視聴履歴情報２５３から停止位置２５
３４を取得し、当該コンテンツＩＤのコンテンツの取得した停止位置からのデータをデー
タベース部ＳＶ０１３から読み出して、読み出されたコンテンツを配信する（４６３）。
【００９５】
　そして、受信端末ＣＬ０１は、ビューワーを起動して、配信されたコンテンツを、前回
視聴を停止した位置から再生する（４６４）。
【００９６】
　コンテンツの視聴が終了すると、受信端末ＣＬ０１は、「後で見る」ブックマークが当
該コンテンツに設定されている場合、コンテンツ視聴後の処理（図６）を実行する。なお
、コンテンツを最後まで視聴した後にのみ、コンテンツ視聴後の処理（図６）を実行して
もよい。
【００９７】
　図５は、本実施形態の映像配信システムのブックマーク表示順序決定処理のフローチャ
ートである。このブックマーク表示順序決定処理は、ブックマーク表示要求受信時に、ブ
ックマーク表示制御部２２０（ブックマーク表示順序処理部２２３）によって実行される
（例えば、図４Ｃの４３３、図４Ａの４０９）。
【００９８】
　まず、ブックマーク表示順序処理部２２３は、ブックマーク表示要求に含まれるユーザ
ＩＤを用いてブックマーク管理情報２５１を検索し、当該ユーザのブックマークのデータ
を取得し、ブックマーク表示条件情報２４０からブックマークの表示順序を決定するため
の条件を取得する。
【００９９】
　その後、ブックマーク表示順序処理部２２３は、ブックマーク表示要求に含まれる端末
種別ＩＤを用いて受信端末特性情報２５２を参照し、ブックマーク表示要求を送信した端
末の特性情報を取得する。そして、取得した端末の特性情報とブックマーク表示条件情報
２４０から取得した条件とを比較し、当該端末が「後で見る」ブックマークを表示するか
否かを判定する（５０１）。例えば、端末の種別２５２２によって、「後で見る」ブック
マークを表示するかを判定することができる。より具体的に例示すると、端末種別２５２
２が「テレビ」であれば「後で見る」ブックマークを表示し、他の種別の端末であれば「
後で見る」ブックマークを表示しないと判定することができる。また、画面サイズ２５２
３が、所定の大きさより大きければ「後で見る」ブックマークを表示し、所定の大きさよ
り小さければ「後で見る」ブックマークを表示しないと判定することができる。
【０１００】
　その後、ブックマーク表示順序処理部２２３は、ブックマーク管理情報２５１から取得
したデータのうち、ブックマーク種別２５１３を用いて、ブックマーク種別が「後で見る
」であるブックマークが上位になるように、ブックマークの順序を並び替える（５０２）
。
【０１０１】



(14) JP 5545891 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

　その後、ブックマーク表示順序処理部２２３は、受信端末の特性に応じてブックマーク
の順序を並び替える。まず、ブックマーク表示を要求した受信端末の端末種別ＩＤを用い
て受信端末特性情報２５２を参照し、当該受信端末の情報を取得する。
【０１０２】
　そして、ブックマーク表示順序処理部２２３は、受信端末特性情報２５２から取得した
画面サイズ２５２３と、コンテンツ管理情報２５５から取得した解像度２５５５とを比較
し、当該受信端末の画面サイズより解像度が小さいコンテンツのブックマークを抽出し、
当該受信端末の画面サイズより解像度が小さいコンテンツのブックマークが、解像度が大
きいコンテンツのブックマークより上位になるように、ブックマークを並べる。なお、当
該受信端末の画面サイズより解像度が小さいコンテンツのブックマークは、コンテンツの
解像度が大きい順に並べ、当該受信端末の画面サイズより解像度が大きいコンテンツのブ
ックマークは、コンテンツの解像度が小さい順に並べる（５０３）。
【０１０３】
　この場合、当該受信端末の画面サイズより解像度が大きいコンテンツは、コンテンツの
解像度を受信端末の画面サイズにリサイズして送信したり、ビューワーでコンテンツの解
像度をリサイズすることによって、ユーザはコンテンツを快適に視聴することができる。
【０１０４】
　次に、ブックマーク表示順序処理部２２３は、受信端末特性情報２５２から取得したネ
ットワーク帯域２５２５と、コンテンツ管理情報２５５から取得したコンテンツレート２
５５６とを比較し、当該受信端末のネットワーク帯域よりコンテンツレートが小さいコン
テンツのブックマークを抽出し、当該受信端末のネットワーク帯域よりコンテンツレート
が小さいコンテンツのブックマークが、コンテンツレートが大きいコンテンツのブックマ
ークより上位になるように、ブックマークを並べる。なお、当該受信端末のネットワーク
帯域よりコンテンツレートが小さいコンテンツのブックマークは、コンテンツレートが大
きい順に並べ、当該受信端末のネットワーク帯域よりコンテンツレートが大きいコンテン
ツのブックマークは、コンテンツレートが小さい順に並べる（５０４）。
【０１０５】
　次に、ブックマーク表示順序処理部２２３は、受信端末特性情報２５２から取得した利
用時間２５２６と、コンテンツ管理情報２５５から取得した長さ２５５７とを比較し、当
該受信端末の使用時間より短いコンテンツのブックマークを抽出し、当該受信端末の使用
時間より短いコンテンツのブックマークが、長いコンテンツのブックマークより上位にな
るように、ブックマークを並べる。なお、当該受信端末の使用時間より短いコンテンツの
ブックマークは、コンテンツが長い順に並べ、当該受信端末の使用時間より長いコンテン
ツのブックマークは、コンテンツが短い順に並べる（５０５）。
【０１０６】
　次に、ブックマーク表示順序処理部２２３は、受信端末特性情報２５２から取得した利
用時間帯２５２７と、コンテンツ管理情報２５５から取得したジャンル２５５４とを比較
し、当該受信端末で頻繁に視聴されるジャンルのコンテンツのブックマークが上位になる
ように並べる（５０６）。
【０１０７】
　ステップ５０３から５０６の処理によって、受信端末の特性に適さないコンテンツのブ
ックマークを下位に表示することによって、受信端末の特性に適さないコンテンツの視聴
機会を減らすことができる。
【０１０８】
　その後、ブックマーク表示順序処理部２２３は、ユーザの特性に応じてブックマークの
順序を並び替える。まず、ブックマーク表示を要求したユーザのユーザＩＤを用いてユー
ザ情報２５４を参照し、当該ユーザの情報を取得する。
【０１０９】
　そして、ブックマーク表示順序処理部２２３は、ユーザ情報２５４から取得した好きな
ジャンル１～３（２５４６～２５４８）と、コンテンツ管理情報２５５から取得したジャ
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ンル２５５４とを比較し、ジャンルとユーザの好みとが一致するコンテンツのブックマー
クが上位になるように並べる（５０７）。
【０１１０】
　次に、ブックマーク表示順序処理部２２３は、ユーザ情報２５４から取得した性別２５
４３及び生年月日２５４４と、ランキング管理情報２５６から取得した性別２５６１及び
年齢２５６２とを比較し、ユーザの性別及び年齢とランキングされたコンテンツを視聴し
たユーザの性別及び年齢とが一致するコンテンツのブックマークが上位になるように並べ
る（５０８）。
【０１１１】
　次に、ブックマーク表示順序処理部２２３は、視聴履歴情報２５３から当該ユーザの視
聴履歴を取得する。そして、視聴履歴情報２５３から取得したコンテンツＩＤの長さ２５
５７を、コンテンツ管理情報２５５から取得し、当該ユーザが視聴したコンテンツの長さ
から視聴時間を解析する。なお、視聴時間は当該ユーザの視聴時間の平均値でも、最大値
でもよい。そして、解析された視聴時間とコンテンツ情報から取得した当該コンテンツの
長さ２５５７とを比較し、解析された視聴時間より短いコンテンツのブックマークが上位
になるように並べる（５０９）。
【０１１２】
　次に、ブックマーク表示順序処理部２２３は、視聴履歴情報２５３から当該ユーザの視
聴履歴を取得し、取得した視聴日時から当該ユーザが多く視聴する時間帯を解析する。ま
た、視聴履歴情報２５３から全ユーザの視聴履歴を取得し、解析された当該ユーザの視聴
時間帯と一致する時間帯に視聴されているコンテンツを抽出する。そして、表示すべきブ
ックマークのうち、抽出されたコンテンツが上位になるように、ブックマークを並べる（
５１０）。
【０１１３】
　ステップ５０７から５１０の処理によって、ユーザの視聴行動に適するコンテンツの視
聴機会を増やすことができる。
【０１１４】
　以上のステップ５０２から５１０で説明したブックマークの並び替えは、先に処理され
る並び替えが優先され、後に処理される並び替えの優先度が低くなるように処理される。
すなわち、先に処理される並び替えの後、同一順位のものが、後に処理されるルールによ
って並び替えられる。なお、端末の特性によって、これらの並び替えルールの適用順序を
変えてもよい。
【０１１５】
　また、ステップ５０３から５１０で説明した並び替えルールは、全てのルールが適用さ
れても、一つ以上のルールが選択的に適用されてもよい。
【０１１６】
　以上に説明したブックマーク表示順序決定処理では、受信端末の特性やユーザの特性に
適合しないブックマークが下位になるように表示順序を決定したが、受信端末の特性やユ
ーザの特性に適合しないブックマークを表示しないように制御してもよい。
【０１１７】
　例えば、ステップ５０３において、当該受信端末の画面サイズより解像度が小さいコン
テンツのブックマークのみを並び替え、当該受信端末の画面サイズより解像度が大きいコ
ンテンツのブックマークを除外してもよい。この様にすることによって、当該受信端末の
画面に表示しきれないコンテンツを除外して快適に視聴できるコンテンツのブックマーク
のみを表示することができる。
【０１１８】
　また、ステップ５０４において、当該受信端末のネットワーク帯域よりコンテンツレー
トが小さいコンテンツのブックマークのみを並び替え、当該受信端末のネットワーク帯域
よりコンテンツレートが大きいコンテンツのブックマークを除外してもよい。この様にす
ることによって、当該受信端末でコマ落ち等がなく快適に視聴できるコンテンツのブック
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マークのみを表示することができる。
【０１１９】
　また、ステップ５０５において、当該受信端末の使用時間より短いコンテンツのブック
マークのみを並び替え、当該受信端末の使用時間より長いコンテンツのブックマークを除
外してもよい。この様にすることによって、当該受信端末の使用形態に適するコンテンツ
のブックマークのみを表示することができる。
【０１２０】
　また、ステップ５０６において、当該受信端末でそれほど視聴されないジャンルのコン
テンツのブックマークのみを並び替え、当該受信端末ではそれほど視聴されないジャンル
のコンテンツのブックマークを除外してもよい。この様にすることによって、当該受信端
末の使用形態に適するコンテンツのブックマークのみを表示することができる。
【０１２１】
　また、ステップ５０７において、ユーザの好みとジャンルとが一致するコンテンツのブ
ックマークのみを並び替え、ユーザの好みとジャンルとが一致しないコンテンツのブック
マークを除外してもよい。この様にすることによって、ユーザの好みに適するコンテンツ
のブックマークのみを表示することができる。
【０１２２】
　また、ステップ５０８において、ユーザの性別及び年齢と視聴したユーザの性別及び年
齢とが一致するコンテンツのブックマークのみを並び替え、ユーザの性別及び年齢と視聴
したユーザの性別及び年齢とが一致しないコンテンツのブックマークを除外してもよい。
この様にすることによって、ユーザの好みに適するコンテンツのブックマークのみを表示
することができる。
【０１２３】
　また、ステップ５０９において、解析された視聴時間より短いコンテンツのブックマー
クのみを並び替え、解析された視聴時間より長いコンテンツのブックマークを除外しても
よい。この様にすることによって、ユーザの好みに適するコンテンツのブックマークのみ
を表示することができる。
【０１２４】
　以上に説明したように、ブックマーク表示順序決定処理は、ブックマークの種類（後で
見る、通常のブックマーク）の違い、受信端末の特性（画面サイズ、ネットワーク帯域、
利用時間の長さ、利用時間帯）、及び、ユーザの特性（好み、性別、年齢、利用時間の長
さ、利用時間帯）に応じて表示順序又は表示内容を決定するので、ユーザに最適なブック
マークを表示することができる。
【０１２５】
　図６は、本実施形態の映像配信システムのコンテンツ視聴後の処理のフローチャートで
あり、「後で見る」ブックマークが設定されたコンテンツを視聴した後の処理を示す。
【０１２６】
　図６に示す処理は、受信端末ＣＬ０１によって実行されるものを例示するが、他の種別
の受信端末ＣＬ０２、ＣＬ０３なども同様の処理を行う。
【０１２７】
　受信端末ＣＬ０１は、「後で見る」ブックマークが設定されたコンテンツの視聴が終了
すると、図６に示す処理を開始し、ブックマーク選択メニュー画面（例えば、図１０）を
表示する（６０１）。受信端末ＣＬ０１は、ユーザからの選択操作を受け付け（６０２）
、ユーザからの選択によって処理を振り分ける（６０３）。
【０１２８】
　ユーザが選択した処理が、「後で見るを継続する」であれば、ブックマーク管理情報２
５１の更新が不要であるため、この処理を終了する。
【０１２９】
　一方、ユーザが選択した処理が、「ブックマークに登録する」であれば、ブックマーク
登録画面要求をコンテンツ配信装置ＳＶ０１に送信し、コンテンツ配信装置ＳＶ０１から
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ブックマーク登録画面を受信し、受信したブックマーク登録画面を表示する（６０４）。
【０１３０】
　受信端末ＣＬ０１は、ユーザによるブックマークの種別（「ブックマーク」又は「後で
見る」）の入力、及び、ブックマークを格納するフォルダの指定を受け付け（６０５）、
ブックマーク登録を要求したユーザのユーザＩＤ、当該コンテンツのコンテンツＩＤ、選
択されたブックマークの種別及びブックマークを格納するフォルダを含むブックマーク登
録・削除要求をコンテンツ配信装置ＳＶ０１に送信する（６０６）。
【０１３１】
　コンテンツ配信装置ＳＶ０１は、ブックマーク登録・削除要求を受信すると、ブックマ
ーク登録要求から、ユーザＩＤ、コンテンツＩＤ、ブックマークの種別及び格納フォルダ
を抽出し、ブックマークをブックマーク管理情報２５１に登録する。また、当該「後で見
る」ブックマークのデータをブックマーク管理情報２５１から削除する。
【０１３２】
　なお、「ブックマークに登録する」が選択された場合、ブックマーク管理情報２５１の
他の情報はそのままで、ブックマーク種別２５１３を「ブックマーク」から「後で見る」
に変更してもよい。
【０１３３】
　一方、ユーザが選択した処理が、「削除する」であれば、ユーザＩＤ及びコンテンツＩ
Ｄを含むブックマーク削除要求をコンテンツ配信装置ＳＶ０１に送信し、当該「後で見る
」ブックマークのデータをブックマーク管理情報２５１から削除する（６０７）。
【０１３４】
　「後で見る」ブックマークは、このブックマークが設定されたコンテンツを後で見るこ
とを記憶しておくためのもので、当該コンテンツの視聴が終了した後は、当該「後で見る
」ブックマークの価値はなくなる。よって、コンテンツ視聴後の「後で見る」ブックマー
クの処理が重要である。このため、本実施形態では、「後で見るを継続する」「ブックマ
ークに登録する」「削除する」のいずれかの選択をユーザに促し、価値が無くなった「後
で見る」ブックマークを活用する。
【０１３５】
　なお、コンテンツ視聴後に、「後で見る」ブックマークの処理をユーザに確認すること
なく、当該「後で見る」ブックマークを削除してもよい。
【０１３６】
　＜画面の構成＞
　次に、本実施形態の映像配信システムに接続される端末で表示される画面について説明
する。図７から図１０は、テレビ受像機ＣＬ０１に表示される画面の説明図であり、図１
１から図１３は、パーソナルコンピュータＣＬ０２に表示される画面の説明図であり、図
１４から図１７は、スマートフォンＣＬ０３に表示される画面の説明図である。
【０１３７】
　＜テレビ受像機ＣＬ０１に表示される画面＞
　図７は、テレビ受像機ＣＬ０１に表示されるトップ画面の説明図である。
【０１３８】
　テレビ受像機ＣＬ０１は、その画面サイズが大きいので、多くの情報が表示できる。こ
のため、テレビ受像機ＣＬ０１用のトップ画面は、次に表示する画面を選択するボタンが
設けられたメニュー領域７０１の他、新着動画を紹介する領域７０２を含む。メニュー領
域７０１には、ブックマーク画面（図８）に遷移するための操作ボタン７０３が含まれる
。
【０１３９】
　図８は、テレビ受像機ＣＬ０１に表示されるブックマーク画面の説明図である。
【０１４０】
　ユーザが、トップ画面（図７）でブックマーク表示ボタン７０３を選択し、ブックマー
クの表示を要求すると（図４Ｃの４３２）、ブックマーク画面が表示される。
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【０１４１】
　テレビ受像機ＣＬ０１用のブックマーク画面は、画面の右側にブックマーク表示領域８
０１を含む。ブックマーク表示領域８０１は、ブックマークが設定されたコンテンツのサ
ムネイル画像８０３及び当該コンテンツの説明８０３を含む。コンテンツの説明８０３は
、コンテンツ管理情報２５５から取得できるが、本実施形態の映像配信システムに接続さ
れたメタデータサーバから取得してもよい。
【０１４２】
　なお、テレビ受像機ＣＬ０１においては、通常のブックマークを表示する画面と、「後
で見る」ブックマークを表示する画面とは同じ形式でよい。
【０１４３】
　図９は、テレビ受像機ＣＬ０１に表示されるコンテンツ詳細画面の説明図である。
【０１４４】
　ユーザが、トップ画面（図７）又はブックマーク画面（図８）で、コンテンツを選択し
、コンテンツの詳細情報の表示を要求すると（図４Ｂの４２２、図４Ｃの４３６、図４Ｄ
の４５９）、コンテンツ詳細画面が表示される。
【０１４５】
　テレビ受像機ＣＬ０１用のコンテンツ詳細画面は、画面の右側にコンテンツ情報表示領
域９０１を含む。コンテンツ情報表示領域９０１は、当該コンテンツのサムネイル画像９
０５、当該コンテンツの説明９０６、「続きを見る」ボタン９０２、「視聴する」ボタン
９０３及びブックマーク登録ボタン９０４を含む。
【０１４６】
　「続きを見る」ボタン９０２は、以前に視聴を中断した位置から、このコンテンツを視
聴をするために操作される領域である。「視聴する」ボタン９０３は、このコンテンツを
最初から視聴をするために操作される領域である。ブックマーク登録ボタン９０４は、こ
のコンテンツにブックマークを設定するために操作される領域である。
【０１４７】
　図１０は、テレビ受像機ＣＬ０１に表示されるブックマーク選択メニュー画面の説明図
である。このブックマーク選択メニュー画面１００１は、「後で見る」ブックマークが設
定されたコンテンツの視聴が終了すると、表示される（例えば、図６の６０１）。
【０１４８】
　ブックマーク選択メニュー画面１００１は、「後で見るを継続する」ボタン１００２、
「ブックマークに登録する」ボタン１００３及び「削除する」ボタン１００４を含む。
【０１４９】
　「後で見るを継続する」ボタン１００２は、「後で見る」ブックマークをそのままの状
態に維持する場合に操作される領域である。「ブックマークに登録する」ボタン１００３
は、「後で見る」ブックマークを通常のブックマークに切り替える場合に、ブックマーク
登録画面を表示するために操作される領域である。「削除する」ボタン１００４は、「後
で見る」ブックマークを保存する必要がない場合に操作される領域である。
【０１５０】
　＜パーソナルコンピュータＣＬ０２に表示される画面＞
　図１１は、パーソナルコンピュータＣＬ０２に表示されるトップ画面の説明図である。
【０１５１】
　パーソナルコンピュータＣＬ０２は、その画面サイズが大きく、また画面のスクロール
操作が容易なため、１画面に多くの情報が表示できる。このため、パーソナルコンピュー
タＣＬ０２用のトップ画面は、次に表示する画面を選択するボタン他に、推薦する動画を
紹介する領域が含まれる。メニューボタンは、ブックマーク画面（図１２）に遷移するた
めの操作ボタン１１０３を含む。
【０１５２】
　また、パーソナルコンピュータＣＬ０２に表示されるトップ画面は、本実施形態の映像
配信システムにログインするための認証情報を入力する領域１１０４が設けられる。
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【０１５３】
　図１２は、パーソナルコンピュータＣＬ０２に表示されるブックマーク画面の説明図で
ある。図１２に示すブックマーク画面は、当該ユーザが設定したブックマークを表示して
いる。
【０１５４】
　ユーザが、トップ画面（図１１）でブックマーク表示ボタン１１０３をクリックし、ブ
ックマークの表示を要求すると（図４Ｃの４３２）、ブックマーク画面が表示される。
【０１５５】
　パーソナルコンピュータＣＬ０２用のブックマーク画面は、ブックマークを設定した者
を選択するボタン１２０１、１２０２、ブックマーク管理ボタン１２０３、ブックマーク
表示領域１２０４及び表示されるブックマークの種別を選択するボタン１２０５、１２０
６、１２０７を含む。
【０１５６】
　ブックマーク設定者選択ボタン（ＭＹブックマーク）１２０１は、当該ユーザが設定し
たブックマークを表示するために操作される領域であり、ブックマーク設定者選択ボタン
（友達のブックマーク）１２０２は、他人が設定したブックマークを表示するために操作
される領域である。ブックマーク管理ボタン１２０３は、ブックマーク管理画面（図１３
）に遷移するために操作される領域である。ブックマーク種別選択ボタン（後で見る）１
２０５は、「後で見る」ブックマークのみを表示するために操作される領域である。ブッ
クマーク種別選択ボタン（すべて）１２０６は、通常のブックマークを全て表示するため
に操作される領域であり、ブックマーク種別選択ボタン１２０７は、特定のフォルダに分
類されたブックマークを表示するために操作される領域である。
【０１５７】
　ブックマーク表示領域１２０４には、ブックマークが設定されたコンテンツのサムネイ
ル画像１２０８及び当該コンテンツの説明１２０９が含まれる。
【０１５８】
　ユーザは、ブックマーク画面からブックマークを選択することによって、コンテンツ詳
細画面（図示省略）を表示し、ブックマークが設定されたコンテンツを視聴することがで
きる。
【０１５９】
　図１３は、パーソナルコンピュータＣＬ０２に表示されるブックマーク管理画面の説明
図である。
【０１６０】
　ユーザが、ブックマーク画面（図１２）でブックマーク管理ボタン１１０３をクリック
すると、ブックマーク管理画面が表示される。パーソナルコンピュータＣＬ０２用のブッ
クマーク管理画面は、ブックマーク管理操作領域１３０１に、フォルダ選択領域１３０２
、「新しいフォルダ」ボタン１３０３及び「名前変更」ボタン１３０４を含む。
【０１６１】
　フォルダ選択領域１３０２は、既に設定されたフォルダを選択するために操作される領
域である。「新しいフォルダ」ボタン１３０３は、新しくフォルダを設定するために操作
される領域である。「名前変更」ボタン１３０４は、既に設定されたフォルダの名前を変
更するために操作される領域である。
【０１６２】
　＜スマートフォンＣＬ０３に表示される画面＞
　図１４は、スマートフォンＣＬ０３に表示されるトップ画面の説明図である。
【０１６３】
　スマートフォンＣＬ０３は、その画面サイズが小さいので、多くの情報を表示すること
が困難である。このため、スマートフォンＣＬ０３用のトップ画面は、次の画面を選択す
るボタンが設けられたメニュー領域１４０１を含み、他の情報（例えば、コンテンツの内
容、サムネイルなど）は表示されない。メニュー領域１４０１には、ブックマーク画面（
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図１５）に遷移するための操作ボタン１４０３が含まれる。
【０１６４】
　図１５は、スマートフォンＣＬ０３に表示されるブックマーク画面の説明図である。
【０１６５】
　ユーザが、トップ画面（図１４）でブックマーク表示ボタン１５０３を選択し、ブック
マークの表示を要求すると（図４Ｃの４３２）、ブックマーク画面が表示される。なお、
別画面で、表示されるブックマークの種別（例えば、全てのブックマーク、「後で見る」
ブックマーク、特定のフォルダに分類されたブックマーク）を選択できるようにしてもよ
い。
【０１６６】
　パーソナルコンピュータＣＬ０２用のブックマーク画面は、ブックマークが設定された
コンテンツのサムネイル画像１５０１、当該コンテンツの説明１５０２及び各種ボタンが
設けられる操作領域１５０３を含む。
【０１６７】
　図１６は、スマートフォンＣＬ０３に表示されるコンテンツ詳細画面の説明図である。
【０１６８】
　ユーザが、ブックマーク画面（図１５）で、コンテンツを選択し、コンテンツの詳細情
報の表示を要求すると（図４Ｂの４２２、図４Ｃの４３６、図４Ｄの４５９）、コンテン
ツ詳細画面が表示される。
【０１６９】
　スマートフォンＣＬ０３用のコンテンツ詳細画面は、コンテンツの情報として、当該コ
ンテンツのサムネイル画像１６０５、当該コンテンツの説明１６０６、「続きを見る」ボ
タン１６０２、「視聴する」ボタン１６０３及びブックマーク登録ボタン１６０４を含む
。
【０１７０】
　「続きを見る」ボタン１６０２は、以前に視聴を中断した位置から、このコンテンツを
視聴をするために操作される領域である。「視聴する」ボタン１６０３は、このコンテン
ツを最初から視聴をするために操作される領域である。ブックマーク登録ボタン１６０４
は、このコンテンツにブックマークを設定するために操作される領域である。
【０１７１】
　図１７は、スマートフォンＣＬ０３に表示されるブックマーク登録画面の説明図である
。このブックマーク選択メニュー画面１７０１は、コンテンツ詳細画面（図１６）におい
て、ブックマーク登録ボタン１５０４が操作された場合に表示される。
【０１７２】
　ブックマーク選択メニュー画面１７０１は、「ブックマーク」ボタン１７０２、「後で
見る」ボタン１７０３及び「キャンセル」ボタン１７０４を含む。
【０１７３】
　「ブックマーク」ボタン１７０２は、当該コンテンツに通常のブックマークを設定する
ために操作される領域である。「後で見る」ボタン１７０３は、当該コンテンツに「後で
見る」ブックマークを設定するために操作される領域である。「キャンセル」ボタン１７
０４は、ブックマークの設定を中止する場合に操作される領域である。
【０１７４】
　以上に説明したように、本発明の実施形態の映像配信システムでは、通常のブックマー
クの他、「後で見る」ブックマークを設定できるので、ユーザが当該コンテンツの視聴に
適する端末を使用する場合に、「後で見る」ブックマークが設定されたコンテンツを優先
して表示することによって、ユーザの利便性を向上することができる。
【０１７５】
　特に、画面サイズが大きい端末を用いる場合に、「後で見る」ブックマークが上位にな
るようにブックマークを表示するので、順に表示されるブックマークの下位の方まで探す
ことなく、「後で見る」ブックマークが設定されたコンテンツを、大きな画面で見ること
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ができる。
【０１７６】
　また、「後で見る」ブックマークが設定されたコンテンツの視聴が完了した後に、「後
で見る」ブックマークを削除するので、不要となった「後で見る」ブックマークを容易に
処理することができ、ユーザの利便性を向上することができる。さらに、「後で見る」ブ
ックマークを削除する前に、「後で見る」ブックマークを通常のブックマークに変更する
か、「後で見る」ブックマークを継続するか、削除するかをユーザに選択させるので、不
要となった「後で見る」ブックマークを有効かつ円滑に活用することができる。
【符号の説明】
【０１７７】
ＳＶ０１　コンテンツ配信装置
ＳＶ０１１　アプリケーションサーバ部
ＳＶ０１２　配信サーバ部
ＳＶ０１３　データベース部
ＣＬ０１　受信端末（テレビ受像機）
ＣＬ０２　受信端末（パーソナルコンピュータ）
ＣＬ０３　受信端末（携帯通信端末）

【図１】 【図２】
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【図３Ｃ】 【図３Ｄ】
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【図３Ｅ】 【図３Ｆ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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【図４Ｃ】 【図４Ｄ】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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